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第３章 雨水貯留浸透施設設計にあたっての条件設定 

１ 設計の手順 

申請する行為の計画

【許可対象の判定】

計画する行為は

許可対象か？
雨水の貯留浸透の努力

設計条件の設定

（行為面積・流出係数・基準降雨の算定）

許可（申請）

の対象外

許可（申請）の対象

※特定都市河川浸水被害対策法の施行について

（国都下企業２２号 他）

※特定都市河川浸水被害対策法の運用について（国

都下企業２２号 他）

①行為類型による判断

（第２章第２項）

②行為規模による判断
（第２章第３項）

③適用除外となる行為

（第２章第４項）

行為区域からの流出雨水量の設定

①雨水浸透阻害行為面積(Ａ)の算定（第３章第２項）

②流出係数(ｆ平均)の算定（第３章第３項）

・土地利用毎の流出係数を面積で按分する
・申請地における行為前と行為後の平均的な流出係数を算定

③基準降雨（ｒ[1/10]）の設定（第３章第４項）

・知事が告示：1,000㎡以上（法律の適用）

①行為前と行為後における最大流出量の算定（第３章第５項）

・10分間隔、144ステップ時刻毎に流出雨水量を算定

・行為前の最大流出量(Ｑ0)が“調節池からの放流量”となる。

浸透施設の設計

○飽和透水係数（k0）を設定

①開発面積3000㎡未満＝浸透能力マップを利用

②開発面積3000㎡以上＝現地浸透試験の実施
○浸透施設設計（第５章第２節）

・利用する浸透施設の種類と基本的な構造を設定

（施設の例；浸透ます、浸透ﾄﾚﾝﾁ、透水性舗装等）

・施設ごとの基準浸透量(Ｑf)の算定
・単位設計浸透量(Ｑ)の算定
・申請地の設計浸透能力(Ｑp<単位面積あたり；ｑp>）の算定
・浸透施設における空隙貯留量(Ｑv)の算定

【対策工事の判定】

浸透施設で必要対策量

が確保できるか？

対策工事の検討完了

浸透のみで対策可能浸透のみでは対策不可能

貯留施設の設計

①貯留施設の規模の算定（第４章第１節）

・貯留施設の種類と放流方式の説明

調節池放流口(ｵﾘﾌｨｽ)の

設置位置、大きさを設定

「計算システム」を利用

「調節池容量計算システム」

を利用して必要対策容量を算定

必要に応じ、条件を満足するまで

“繰り返し計算”を実施

【総合評価】

対策工事計画として、

問題ないか？

問題あり

問題なし（「チェックシート」（第６章）を作成、“許可申請書”に添付）

申請する対策工事の確定

ＯＫ

ＮＧ

（基本的な条件の設定）

（対策工事規模の把握）

（貯留施設の仕様決定）

流出増

(Ｑ1-Ｑ0)

降雨継続時間：24時間

10分間隔（144ステップ）

流出量（Ｑ）の算定式

Ｑ＝ｆ(平均)×ｒ×Ａ
調節池からの放流量

申請地における浸透能力の評価

（第５章第１節）

浸透施設の設計

（第５章第２節）

【開発面積の判定】

開発面積が

3000㎡未満か？

（3,000㎡以上）

貯留施設の設置が望ましい
（3,000㎡未満）

浸透施設の設置を許可

（浸透施設の仕様決定）
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２ 雨水浸透阻害行為面積の算定 

雨水浸透阻害行為の面積の算定は、開発行為等の区域のうち、雨水浸透阻害行為を行おう

とする宅地等以外の土地の全体面積によるものとし、規則第16条第４項に規定する現況地形

図及び土地利用計画図により算定することを標準とすること。 

なお、面積は鉛直投影面積とすること。

【解説】

雨水浸透阻害行為は、宅地等（宅地、池沼、水路及びため池、道路等）については既に雨

水の流出率が高くなっている土地として、当該土地における行為は対象とならないため、ケー

スによっては一つの開発行為における雨水浸透阻害行為の区域は必ずしも連続せず点在する

ことも想定される。 

この場合の雨水浸透阻害行為の許可が必要となる規模要件は、一つの開発行為として見な

すことが出来る開発区域の範囲において、複数の分散した雨水浸透阻害行為の区域の合計面

積とし、図3-1のとおり算定する。 

図3-1 雨水浸透阻害行為の面積 

３ 流出係数 

流出雨水量の最大値を算定する際に用いる土地利用形態ごとの流出係数は、平成16年度国

土交通省告示第521号別表１から別表４によるものとする。

【解説】 

１）土地利用形態ごとの流出係数 

流出雨水量の最大値を算定する際に用いる土地利用形態ごとの流出係数の算定方法は、 

図3-2のとおり行為区域の流出係数を各行為区域の面積で加重平均して算出する。
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図3-2 土地利用形態毎の流出係数

土地利用形態ごとの流出係数を示した国土交通省告示第521号別表１から別表４につい

て下記に示した。 

また、流出係数の行為前後の組み合わせによる流出係数の差及び許可の要否は表3-1のと

おりである。 
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表3-1 雨水浸透阻害行為許可対象行為判断表 
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２）流出係数の適用の注意点 

■宅地の取り扱い 

ガイドラインに示す「宅地のうち、建物とそれ以外の土地利用の割合が一般的な宅地と

大きく異なる土地利用形態の土地」の大きく異なる場合の判断は、建物以外の土地の面積

が宅地全体の７割以上を占めるか、もしくは、建物以外の土地の面積が1,000㎡以上の場合

とする。 

上記のとおり、条件を面積割合と面積規模でそれぞれ縛ったのは、一般的な宅地の最低

建ぺい率が30％であることと、面積割合だけでは大規模開発の場合において、建物とそれ

以外の土地がそれぞれ広い場合にまとめて宅地と判別されるケースが生じるためである。 

■道路の取り扱い 

未舗装道路も道路として供用されていれば道路と判断する。 

また、河川堤防天端上の道路についても舗装・未舗装によらず道路と判断する。堤防裏

法面上を道路とする場合は雨水浸透阻害行為に該当する。 

４ 基準降雨 

流出雨水量の最大値を算定する際に用いる基準降雨は、確率年を10年、降雨波形を中央集

中型、洪水到達時間を10分、降雨継続時間を24時間とし、既存の降雨観測記録から降雨継続

時間と降雨強度の関係について統計処理して設定する。 

基準降雨の公示は24時間の10分ごとの時間帯における降雨強度値の表をもって行うものと

する。 

【解説】 

1,000㎡以上の雨水浸透阻害行為の流出雨水量を算定する際に用いる基準降雨は、次ページ

に示す表3-2のとおりとする。 
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表 3-2 基準降雨（10 年確率） 

降雨波形：中央集中型 24 時間総雨量 ：261.5mm 

生起確率：10年に１度 最大降雨強度(1 時間) ： 68.7mm/h 

 最大降雨強度(10 分間) ：122.6mm/h 

時
分 

降雨強度
時 分 

降雨強度
時 分 

降雨強度
時 分 

降雨強度

(mm/h) (mm/h) (mm/h) (mm/h) 

0

0-10 2.3

6

0-10 6.0

12

0-10 80.1

18

0-10 5.7

10-20 2.3 10-20 6.2 10-20 54.4 10-20 5.5

20-30 2.4 20-30 6.4 20-30 43.2 20-30 5.4

30-40 2.4 30-40 6.6 30-40 36.6 30-40 5.2

40-50 2.5 40-50 6.8 40-50 32.1 40-50 5.1

50-60 2.6 50-60 7.0 50-60 28.8 50-60 4.9

1

0-10 2.6

7

0-10 7.2

13

0-10 23.9

19

0-10 4.8

10-20 2.7 10-20 7.5 10-20 21.7 10-20 4.7

20-30 2.8 20-30 7.8 20-30 19.9 20-30 4.5

30-40 2.9 30-40 8.1 30-40 18.4 30-40 4.4

40-50 2.9 40-50 8.4 40-50 17.1 40-50 4.3

50-60 3.0 50-60 8.7 50-60 16.0 50-60 4.2

2

0-10 3.1

8

0-10 9.0

14

0-10 15.0

20

0-10 4.1

10-20 3.2 10-20 9.4 10-20 14.1 10-20 4.0

20-30 3.2 20-30 9.8 20-30 13.4 20-30 3.8

30-40 3.3 30-40 10.2 30-40 12.7 30-40 3.7

40-50 3.4 40-50 10.7 40-50 12.0 40-50 3.7

50-60 3.5 50-60 11.2 50-60 11.5 50-60 3.6

3

0-10 3.6

9

0-10 11.7

15

0-10 10.9

21

0-10 3.5

10-20 3.7 10-20 12.3 10-20 10.4 10-20 3.4

20-30 3.8 20-30 13.0 20-30 10.0 20-30 3.3

30-40 3.9 30-40 13.7 30-40 9.6 30-40 3.2

40-50 4.0 40-50 14.6 40-50 9.2 40-50 3.1

50-60 4.1 50-60 15.5 50-60 8.9 50-60 3.0

4

0-10 4.2

10

0-10 16.5

16

0-10 8.5

22

0-10 3.0

10-20 4.3 10-20 17.7 10-20 8.2 10-20 2.9

20-30 4.5 20-30 19.1 20-30 7.9 20-30 2.8

30-40 4.6 30-40 20.8 30-40 7.6 30-40 2.7

40-50 4.7 40-50 22.8 40-50 7.4 40-50 2.7

50-60 4.9 50-60 25.2 50-60 7.1 50-60 2.6

5

0-10 5.0

11

0-10 30.3

17

0-10 6.9

23

0-10 2.5

10-20 5.1 10-20 34.2 10-20 6.7 10-20 2.5

20-30 5.3 20-30 39.6 20-30 6.5 20-30 2.4

30-40 5.4 30-40 47.9 30-40 6.3 30-40 2.3

40-50 5.6 40-50 63.9 40-50 6.1 40-50 2.3

50-60 5.8 50-60 122.6 50-60 5.9 50-60 2.2
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５ 行為区域からの流出雨水量の算定 

流出雨水量の算定は、次に掲げる式（合理式）により10分ごとに算定する。 

10,000
1

360
1

････ ArfQ 

:Q 行為区域からの流出雨水量 )/( 3 sm
:f 行為区域の平均流出係数 

:r 基準降雨における洪水到達時間内平均降雨強度値 )/( hmm
:A 行為区域の面積 )( 2m

【解説】 

貯留計算を行う場合の調整池の流入量（＝行為区域からの雨水の流出量）は、時刻毎の流

出雨水量が必要となる。この流出雨水量の計算は合理式により時刻毎の降雨を連続して流出

量に換算して行う。（図3-3参照） 

図3-3 時刻毎の流出量の算定方法 
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６ 必要となる対策工事の規模 

雨水浸透阻害行為者が、おおよそどの程度の対策工事が必要となるのか参考にできるよう、

公示する基準降雨を用いて、雨水浸透阻害行為面積ごとの対策工事の規模容量を提示する。

【解説】 

1,000㎡以上の雨水浸透阻害行為に必要となる対策工事は、基準降雨を確率年10年とし、

「５．行為区域からの流出雨水量の算定」にある技術的基準に従って算定すると、土地利用

の前後により表3-4のとおりとなる。 

あくまで概算の規模容量であり、実際の容量の算定にあたっては「第４章 貯留施設の設

計」及び「第５章 浸透施設の設計」を参照のこと。 

表3-3 必要となる対策工事の規模（基準降雨：1/10） 

○基準降雨：1/10（阻害行為面積：1,000m
2
以上）

調節池（調節池高1.0m）

による場合の対策容量（m3/ha）
f：流出係数

行為前

雨水浸透阻害行為の内容 山地における行為 耕地における行為 備　考

f=0.30 f=0.20

宅地開発 f=0.90 490 740

駐車場の整備 f=0.95 550 820 法面なし

道路整備 f=0.90 490 740 法面なし

池沼、水路及びため池の整備 f=1.00 620 900

土地を締め固める行為 f=0.50 110 220

ゴルフコースの整備 f=0.50 110 220 排水施設の設置を伴う

競技場の整備 f=0.80 380 590 排水施設の設置を伴う

（注）開発面積に対する調整池面積率１０％での計算値

○基準降雨：1/10（阻害行為面積：1,000m
2
以上）

調節池（調節池高2.0m）

による場合の対策容量（m3/ha）
f：流出係数

行為前

雨水浸透阻害行為の内容 山地における行為 耕地における行為 備　考

f=0.30 f=0.20

宅地開発 f=0.90 480 730

駐車場の整備 f=0.95 530 800 法面なし

道路整備 f=0.90 480 730 法面なし

池沼、水路及びため池の整備 f=1.00 600 880

土地を締め固める行為 f=0.50 110 210

ゴルフコースの整備 f=0.50 110 210 排水施設の設置を伴う

競技場の整備 f=0.80 370 580 排水施設の設置を伴う

（注）開発面積に対する調整池面積率１０％での計算値

行
為
後

行
為
後


